
仕 様 書 
 

１ 業務名 

札幌市都市計画審議会録音及び音声データ反訳業務 

２ 履行期間 

契約日から令和８年３月 31 日まで 

３ 対象の会議 

履行期間内にまちづくり政策局都市計画部が事務局として開催する札幌市都市計画審議会 

４ 予定数量 

29 時間 

年度内５回程度の開催頻度で、１回あたり４時間ないし７時間程度の会議（予定）。 

５ 業務の内容 

会議に立会し、録音するとともに、その会議の音声データによる反訳、整文等を行い、原稿

データを作成する。 

６ 業務従事者について 

(1) 本業務を遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていること。 

(2) 会議の日程は、委託者から別途指示することとし、指示があった場合は、速やかに業務に

従事する体制を整えること。 

７ 録音及び音声データ反訳業務について 

(1) 録音業務 

受託者は、委託者の指示、監督のもと会議室内に必要な拡声機器及び録音機器を設置し、

会議の録音を行い、音声データを作成すること。録音に必要な機器、消耗品は受託者が用意

すること。 

(2) 音声データ反訳業務 

受託者は、７(1)で得た音声データ及び委託者が提供する関係資料を参考にして原稿デー

タを作成し、その音声データ及び原稿データが入ったＤＶＤ－ＲＯＭまたはＣＤ－ＲＯＭ 

を納品すること。 

(3) 納期及び納品物 

ア 初校 

（ｱ）納期 

会議が開催された日の翌日から 10営業日以内。 

(ｲ) 納品物 

原稿データ及び音声データ（初校の音声データ及び原稿データについては、電子メ 

ールまたはインターネットなどのネットワークを介して電子データを納品すれば、７ 

(2)に関わらず、ＤＶＤ－ＲＯＭまたはＣＤ－ＲＯＭの納品を不要とする）。 

なお、初校から校正が不要の場合は、イ再校（ｱ）納期のうち、「初校の校正依頼日」 

とあるのは「校了後、委託者から指示があった日」と、「５営業日以内」とあるのは 「３

営業日以内」と読み替えて、期日までに原稿データ及び音声データが入ったＤＶＤ－

ＲＯＭまたはＣＤ－ＲＯＭを納品すること。 

 



   イ 再校 

    （ｱ）納期 

初校の校正依頼日の翌日から５営業日以内。 

（ｲ）納品物（成果品） 

   校正依頼の内容を反映した原稿データ及び音声データが入ったＤＶＤ－ＲＯＭま 

たはＣＤ－ＲＯＭ 

なお、納品物については、公益社団法人日本速記協会の行う速記技能検定において 

２級以上を取得している者が校閲を行うこととし、委託者から指示がある場合は、そ 

れに従うこと。 

(4) 納品場所及び検査場所 

札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎５階北側 

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課 

(5) 備考 

ア 関係資料 

貸与する資料は、原則、紙媒体とする。 

イ 受託者は、成果品の納品時までに、貸与物を委託者に返却する。 

ウ 関係資料の貸与及び返却については、原則として札幌市まちづくり政策局都市計画部都

市計画課での直接受け渡しとする。 

エ 受託者は、責任を持って保管し、委託者の許可なく目的外に使用すること並びに複写及

び複製をしてはならない。 

８ 原稿データについて 

以下の要領で原稿データを作成する。 

(1) 原稿データ 

ア 規格 

別添「会議録見本」を参照 

イ 原稿データサイズ 

Ａ４判縦型横書き 

ウ 形式 

Microsoft Word の文書ファイル（ファイル形式は docx） 

エ ページ設定 

・余白      上下左右 27mm 

・ヘッダー等  ヘッダー15mm、フッター12.5mm 

・段数   １段組 

・文字数   40 字（字送り 11.05pt） 

・行数   36 行（行送り 19.5pt） 

・改行時の処理  禁則処理を行う 

・文字幅と間隔  設定なし 

・禁則文字の設定  高レベル 

・カーニング  半角英字のみ 



・文字間隔の調整  間隔を詰めない 

オ 頁番号 

中央揃えで、番号書式は- X -とする。 

９ 委託時間及び委託料について 

会議の開催ごとに支払うこととし、開催された会議の会議時間（休憩時間は除く。）に、契約

金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）を乗じて得た金額（１円未満の端数は切捨て。） と

する。 

10 その他 

(1) 原稿データの作成、納品及び貸与物の受渡し等に要する一切の経費については、受託者の

負担とする。 

(2) 本業務においては、札幌市の環境マネジメントに準じ、環境負荷低減に努めること。 

ア 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリング

ストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

イ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定

品を使用すること。 

(3) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の各条項に関して疑義が生じた時は、委託者と受

託者で協議のうえ取り決めること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●（会議名称） 
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日 時：２０２４年●月●●日（●）●●時●●分開会 

場 所：●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

中央揃え 24pt 

中央揃え 18pt 

中央揃え 12pt 
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□□１．開会 

○事務局（●●●●課長）□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●。 

□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

 

□□２．●●●●部長挨拶 

○事務局（●●●●課長）□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●。 

○●●●●部長□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

 

□□３．議事 

○●●部会長□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●。 

○●●委員□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

○事務局（●●●●課長）□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●。 

○●●部会長□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

□□４．閉会 

○●●部会長□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●。 

                                  以  上   

見出し、本文は 10.5pt とする。 

□：空白、発言者の氏名の前は〇印とする。 


